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長

大
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理

森

殿

衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
国
民
投
票
と
国
政
選
挙
の
同
日
実
施
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
国
民
投
票
と
国
政
選
挙
の
同
日
実
施
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

憲
法
改
正
に
係
る
国
民
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
別
の
国
民
投
票
又
は
国
会
の
定

め
る
選
挙
の
際
行
は
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
当

該
国
民
の
承
認
に
係
る
投
票
に
つ
い
て
は
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
の
議
決
し
た
期
日
に
、
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
つ
い
て
は
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
期
日
に
、
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
つ
い
て
は
同
法

第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
期
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
同
日
実
施
」

に
つ
い
て
禁
止
す
る
規
定
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
特
段
の
検
討
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。


